
弘済園新規利用者選考基準 

１５．１０．１ 

弘園特第３０号 

施 設 福 祉 部 

（総  則） 

１ 弘済園新規利用者選考については「三鷹市特別養護老人ホーム優先入所指針」（以

下「指針」という）を遵守し、別に定めるものの他この基準により実施することと

する。 

別に定めるものとは「弘済園新規利用者第二次評価基準」をいう。 

 

（利用申込） 

２ 弘済園利用を希望する者は、「指針」に定める次の書類により申し込みを行うこと

とする。 

 （１）三鷹市特別養護老人ホーム入所申込書兼調査書（様式第１号）（以下「申込書」

という） 

 （２）三鷹市特別養護老人ホーム入所申込みに伴う意見書（様式第２号）（以下「意

見書」という） 

 

 （申し込み書類の受理） 

３ 申込書及び意見書（以下「申し込み書類」という）を受理したときは、申込書に

受理年月日を明記した受理印を押捺することとする。 

なお、申込書または意見書のみでは受理しないこととする。 

 

 （申し込み書類記載事項の変更） 

４ 申し込み書類書提出後、状況変化等に伴い記載事項を変更したい旨の申し出があ

った場合は、申し込み書類を再提出するものとする。ただし、再提出の書類は変更

部分のみの記載でもよいこととする。 

 

（申し込み書類の締め切り） 

５ 申し込み書類は５月、８月、１１月及び２月の末日を持って締め切り、各締切日

までに受理した書類により利用者選考を行うこととする。 

 

 （申込者名簿の作成） 

６ 受理した申し込み書類により「指針」第３項による「申込者名簿」を作成するこ

ととする。 
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７ 申し込み書類に確認を要する事項のある場合は各記入者に照会し、その内容を当

該申込書類に記載し確認年月日を明記のうえ押印しておくこととする。 

  なお、必要により第４項による申し込み書類の再提出を求めることとする。 

 

 （第一次評価） 

８ 指針第５項に基づき第一次評価を行い、「上位ランク者」３０名を決定する。 

 なお、第一次評価の結果、同点者があり「上位ランク者」を３０名で区切ること

ができない場合は、当該同点者はすべて「上位ランク」とすることとする。 

  また、前回の第一次評価の際は「上位ランク」に入っておりながら、次の評価の

際「上位ランク者」に該当しない場合は、その者が申し込み書類の記載事項が変わ

らない場合に限り原則として「上位ランク」に入れることとする。 

 

 （第二次評価） 

９ 第一次評価の「上位ランク者」については、「弘済園利用者第二次評価基準」によ

り第二次評価を行うことこととする。 

 

 （選考者名簿への搭載） 

１０ 「上位ランク」と評価したものについては、「指針」第４項による「選考者名簿」

へ次の順序で搭載することとする。 

（１）第二次評価の「評点」の上位者から順に搭載する。 

（２）既に第１１項による「弘済園利用者選考委員会」（以下「選考委員会」という）

において審議を行ない利用順位を決定していながら、退居者がないため利用で

き なかった者についても前号に併せて搭載する。 

（３）前各号の評点が同点の場合は、第３項の受理年月日が早い者の順に搭載する。 

 

 （選考委員会） 

１１ 新規利用者は、選考委員会の審議を経て決定するものとする。 

 

１２ 選考委員会の構成は次のとおりとし、委員の過半数の出席により選考を行うこ

ととする。 

  委員長  園長 

   委 員  施設福祉部長、医務室長、施設第一課長、介護支援専門員、 

        特養係各係長、看護係長及び別に委嘱した第三者 

 

１３ 選考委員会は、原則として６月、９月、１２月及び３月に開催することとする。 

 

１４ 選考委員会では「指針」第５項に基づき審議を行い、利用順位を決定するもの
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とする。 

   なお、この順位による新規利用は選考委員会開催の翌月１日から３ヵ月間とし、

この期間に新規利用の順番が来なかった場合はこの回の選考委員会の審議結果に

基づく順位は失効するものとする。 

 

１５ 次回開催の選考委員会では、開催月現在に既に「入所の必要性が高い方」とし

て利用の順番待ちをしていながら当月末日までに利用の順番が来ないことが想定

される申込者及び新規申込者について審議を行い、新たに利用順位を決定するこ

ととする。 

 

 （選考結果） 

１６ 選考結果については、選考月の翌月１日以降問い合わせをしていただくことと

し、申し込み書類受理の際あらかじめ通知しておくものとする。 

 

（新規利用者の確定） 

１７ 選考委員会により決定した順位に従い退所者が生じた都度、新規利用者の利用

を確定することとする。 

なお、これに先立ち利用が近づいている者については、原則として本人面接を

行い、利用後不安のない生活が維持できるような方策を講じておくものとする。 

 

１８ 本人面接の際、必要により申し込み書類の記載事項を確認し、事実に反する記

載が認められた場合は、その申し込みを無効とするなどの措置を講ずることとす

る。 

 

（利用者の都合による利用延期） 

１９ 利用順番が来た時点で、本人あるいは家族の都合により利用開始を延期したい

意向がある場合は１回に限りこれを認めることとする。 

   なお、再度利用延期の申し出があった場合は、特別の事由がない限り利用者搭

載名簿から削除するものとする。 

 

 （新規利用手続き） 

２０ 新規利用者及び家族に対しては、前広に概要説明を行ない不安のない状態で利

用できるよう配慮するなど、その受け入れに万全を期すこととする。 

  また、これに併せて次の書類を提供することとする。 

 （１）「重要事項説明書」 

 （２）「弘済園利用契約書」 

 （３）「弘済園運営規程」 
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 （４）「生活のしおり」 

 （５）その他、必要な書類 

 

２１ 利用に先立ち、前項の「重要事項説明書」を改めて説明のうえ利用者及び家族

の同意を得たうえで、「弘済園利用契約書」により契約を締結することとする。 

 

（適正運用） 

２２ この基準を改訂する必要がある場合、あるいは運用に疑義が生じた場合は、必

要により三鷹市とも協議を行うこととする。 

 

 

付 則  施行期日 平成１５年１０月 １日 

      一部改正 平成１６年 １月 １日（組織改正のため） 

      一部改正 平成１７年 ４月 １日（選考結果通知廃止のため） 

      一部改正 平成１８年 １月 １日（選考対象を直近の申込者までとす

るため） 


